
介護保険事業者における事故発生時等の報告取扱い要領新旧対照表 

現行 改正後 備考 

１ 事故報告の対象 

  略 

 

２ 報告の範囲 

  事業者は、次の（１）～（４）の場合、３で定める報告先

（以下「保険者等」という。）へ報告を行う。 

（１）サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

（注１）～（注５）略 

 （２）～（４） 略 

 

３ 報告先 

  事業者は、２で定める事故が発生した場合、４の手順によ

り、次の保険者等の全てに報告するものとする。 

  略 

 

（新設） 

 

 

４ 報告の手順 

（１）事故発生後、事業者は、速やかに保険者等へ電話、電子

メール又はＦＡＸで報告することとする（第一報）。 

（注１）電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、保

険者等の受付者の名前を確認する。また、電子メー

ル又はＦＡＸの場合は、保険者等へ到着したかどう

かの確認を行う。 

（注２）「速やかに」の期限については、最大限の努力をし

て可能な範囲とする。 

例えば、午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、

深夜になった場合には、翌朝早くに報告を行ったり、金曜日夕

刻に事故が発生した場合には、土日の間に電子メール又はＦＡ

Ｘを送信しておき、月曜日朝早くに電話確認を行うなど、社会

１ 事故報告の対象 

  略 

 

２ 報告の範囲 

  事業者は、次の（１）～（４）の場合、３で定める報告先

（以下「保険者等」という。）へ報告を行う。 

（１）サービスの提供による利用者のケガ又は死亡事故の発生 

（注１）～（注５）略 

 （２）～（４） 略 

 

３ 報告先 

   事業者は、２で定める事故が発生した場合       

 、次の保険者等の全てに報告するものとする。 

  略 

 

４ 報告の方法 

  原則、電子メール等の電磁的方法により行うものとする。 

 

５ 報告の期限 

（１）第１報は、事故発生後速やかに、遅くとも５日以内を目

安に提出すること。 

（注）２の（１）に掲げる事故の報告は、少なくとも様式１

の１から６までの項目について可能な限り記載するこ

と。 

（２）その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行

い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次

第報告すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規定整備 

 

 

 

 

提出方法の変更 

 

 

提出期限の変更 

 

 

 

 

 



現行 改正後 備考 

通念に照らして最大限の努力をすることが必要。 

 

（注３）電子メール及びＦＡＸについては、５に規定する様

式を使用し、（１）（２）（３）の順に、同じ様式

を使って、徐々に必要な箇所が埋まっていく形が望

ましい。 

（２）事業者は、事故処理の経過についても、保険者等へ電

話、電子メール又はＦＡＸで適宜報告することとする。 

（３）事業者は、事故処理の区切りがついたところで、５の規

定に従い、保険者等へ文書で報告する。 

 

５ 報告の様式 

（１）２の（１）に掲げる事故の報告 様式１（事故報告書） 

 （２）、（３）略 

 

６ 保険者等が行う調査への協力 

  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 報告の様式 

（１）２の（１）に掲げる事故の報告 様式１（事故報告書） 

 （２）、（３）略 

 

７ 保険者等が行う調査への協力 

  略 

 

 


